
企業型※の確定拠出年金制度は、財形年金のような希望者加
入の制度として設計することが出来ます。 
小規模企業共済に加入できない医療法人に最適な制度です。 

【有利な理由】 
 

  ① 掛金は全額法人の経費（福利厚生費） 
  ② 個人は受け取るまで非課税（所得税法施行令第64条） 
  ③ 一時金の受け取りは、退職所得として分離課税 
    （60歳で受給権を取得し、在職中でも退職所得として受給可能） 

 

 医療法人のみなさまへ 
 

理事も福利厚生費で掛金
の拠出が認められます。 

 
 660,000円（年額） 

事業主掛金が全額非課税！ 

拠出限度額 
（加入者一人あたり） 

【安心の理由】 
 

  ① 確定拠出年金口座内の資産は個人に帰属します。 
  ② 年金資産はみずほ信託銀行が分別管理します。 
  ③ 投資信託の他、銀行の定期預金でも運用できます。 
       （預金はペイオフで銀行あたり１千万円と利息相当を保証） 
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※企業型は厚生年金の適用事業所であることが条件となります。制度の導入には厚生労働省への申請、承認が必要です。 
 企業型は運営管理手数料の他、所定の手数料が掛かります。新規の加入者は60歳未満であることが条件となります。 



 

 

お問合せは （ＳＢＩベネフィット・システムズ業務提携先） 
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確定拠出年金の税効果について 

【シミュレーションの仮定】 
年齢 50歳、月額報酬 2,000,000円の理事長が66万円を役員報酬
で上乗せした場合と確定拠出年金の掛け金として拠出した場合 

◆掛金拠出の税効果 

◆受給時の税効果 

60歳※で受給権を取得し、受給時に年金または一時金の選択が可能です。 
一時金を選択した場合、在職中でも受給した年の退職所得となります。 

・退職所得控除 （60歳－50歳）×40万円＝400万円 
・退職所得（700万円－400万円）÷2＝150万円 
 
 退職所得の税率 所得税5.105％ 住民税10％と仮定すると 

  納税額 150万円×15.105％＝22.6万円（注３） 

【シミュレーションの仮定】 
50歳で加入 
60歳で受給権を取得 
受取時の年金資産時価700万円 
一時金として退職所得を選択 

※加入者等期間により受給可能年齢が異なります。加入者等期間が10年以上の場合、60歳で受給権を取得します。 
（注３）確定拠出年金以外に複数の退職所得がある場合には税務署にご確認ください。 
 

本資料（サービス）は、現時点での確定拠出年金に関する法令諸規則、および実務の解釈、税法、社会保険を基に 

作成しておりますが、全てを網羅するものではなく、あくまでも仕組みの概要を述べたものにとどまり、内容の正確性・ 
完全性を保証するものではありません。 

 

確定拠出年金の
口座に66万円の

年金資産が積み
立てられます。 

法人から個人へ
所得の移転とな
ります。 

積み立てた66万
円の50％の税

効果となります。
50％の運用利

回りと同じ効果
となります。 

（注1）東京の協会健保料率を使用。 
（注2）所得税率には復興特別所得税を含む 

役員報酬に上乗せ 確定拠出年金で拠出

理事報酬（年） ２，４６６万円 ２，４００万円

確定拠出年金　掛金（年） ０円 ６６０，０００円

社会保険(健康保険料)（注1） １，５０１，７２８円 １，５０１，７２８円

所得税（40.84％）（注2） ５，４４８，２０４円 ５，１７８，６６０円

住民税（10％） ２，０３７，８００円 １，９７１，８００円

税効果 － ▲３３５，５４４円
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